
【これまでの条例区域】
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浸水想定区域等

　　　　　　　　浸水想定区域

浸水想定区域等：災害危険区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域、

浸水想定水深：3m以上
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【新たな条例区域】

生活関連施設の周辺区域

都市計画法施行令第8条第1項第2号

ハ：優良な集団農地その他長期にわたり農用地として保存すべき土地の区域

ニ：優れた自然の風景を維持し、都市の環境を保持し、水源を涵養し、土砂の

　　流出を防備する等のため保全すべき土地の区域

（小学校、公民館等） （小学校、公民館等）
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ロ：溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域
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